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再委託等の契約における暴力団排除に関する特約 
 

１ 発注者（委託者を含む。以下同じ。）及び受注者（受託者を含む。以下同じ。）は、芦屋市暴力団排

除条例（平成２４年芦屋市条例第３０号。以下「条例」という。）第７条及び芦屋市契約等に係る事

務からの暴力団等の排除措置に関する要綱（平成２５年７月実施。以下「要綱」という。）の規定に

基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じることとし、以下の各項のとおり合意

する。 

２ 受注者は、暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者（同条第３号に規定する暴力団密

接関係者をいう。以下同じ。）（以下これらを「暴力団等」という。）とこの業務の一部について締結

する業務委託契約その他発注者と締結した契約（以下「原契約」という。）の履行に伴い締結する契

約（以下「再委託等の契約」という。）を締結してはならない。 

３ 受注者は、当該者を発注者とする再委託等の契約を締結する場合においては、この特約に準じた条

項を含んだ再委託等の契約を締結しなければならない。 

４ 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。 

(1)  再委託等の契約の受注者が暴力団等であることが判明したとき。 

(2)  原契約の履行に関して暴力団等からの妨害その他不当な手段による要求（以下「不当介入」とい

う。）を受けたとき。 

(3)  再委託等の契約の受注者から当該者が発注した再委託等の契約におけるこの項に準じた規定に

基づく報告を受けたとき。 

５ 発注者は、受注者及び再委託等の契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注

者に対して、それらの役員等（要綱第２条第２号に規定する役員等をいう。）の名簿その他の必要な

情報の提供を求めることができる。 

６ 発注者は、元請契約の発注者を通じて、受注者から提供された情報を兵庫県芦屋警察署長（以下「警

察署長」という。）に提供することができる。 

７ 発注者は、元請契約の発注者を通じて、受注者が暴力団等であるかどうかについて警察署長の意見

を聴くことができる。 

（警察署長から得た情報の利用） 

８ 元請契約の発注者は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、他の業務において第

１項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の実施機関（芦屋市個人情報保護法施行

条例（令和４年芦屋市条例第２３号）第３条に規定する実施機関をいう。以下同じ。）及び議会に提

供することができる。 

９ 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合におい

ては、芦屋市業務委託契約約款その他の芦屋市の契約書（発注者の解除権、解除に伴う措置等）の規

定を準用する。 

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同

じ。）が暴力団等であることが判明したとき。 

(2) 受注者が再委託等の契約に当たり、その相手方が暴力団等であると知りながら、その契約を締結

したと認められるとき。 

(3) 受注者が、委託等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等

であることが判明したときは、受注者に対し、当該第三者との間で契約を締結しないことを求め、

受注者がこれに従わなかったとき。また、委託等業務の全部又は一部について、既に当該第三者と

の間で契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除することを求め、受注者がこれに従わ

なかったとき。 

(4)  前各号に掲げるもののほか、受注者が正当な理由なく当該契約の条項に違反し、その違反により

暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。 

１０ 前項の規定による解除に伴い、受注者又は再委託等の契約の相手方その他関係者に損害が生じた

としても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。 

１１ 受注者が原契約（暴力団排除に関する部分に限る。）及び暴力団排除に関する特約の各条項に違

反したときには、契約の解除、損害賠償請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べ

ることができない。 


